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タイトル 

新型コロナワクチンの誤接種について 

内 容 

7 月 30 日(金)に旧志染中学校で実施した新型コロナワクチン集団接種におい

て、厚生労働省が 18 歳以上を対象としている武田／モデルナ社製ワクチンを、

15 歳と 17 歳の 2 名に誤って接種したことが判明しました。 

 ご本人及びご家族の方には、多大なるご心配をおかけしたことを重く受け止

め、今後、このようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。 

 

1 接種日時 

7 月 30 日(金)  

17 歳の被接種者 13 時 21 分 

15 歳の被接種者 13 時 35 分 

 

2 発生の経緯と対応 

（7 月 27 日） 

武田薬品工業株式会社から、モデルナ社製ワクチンの「COVID-19 ワクチンモ

デルナ筋注の添付文書改訂」で厚生労働省の薬事承認が得られたことにより

「対象年齢が 12 歳以上」になった通知が届いたため、武田薬品工業株式会社

に 17 歳以下に接種可能かを電話で確認の上、7 月 28 日から集団接種の対象者

を 12 歳以上とした。 

（7 月 28 日） 

 ・集団接種の予約システムで予約できる対象年齢を 12 歳以上に変更した。 

 ・被接種者 2 名の方がネットで予約をされた。 

（7 月 30 日） 

2 名に接種したのちに、「新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保につい

て」の自治体説明会で、予防接種法上、17 歳以下の方に接種することができる

日程が 8 月 3 日(火)施行予定と判明しご本人及びご家族に対して状況説明を

行うとともに、現時点で健康状態に異常がないことを確認した。 

また 2 回目の接種については、厚生労働省に対応を確認し、本日より 4 週間後

の 8 月 27 日に接種していただく。 

 

3 今後の対応策 

・国からの情報を注視しながら、より的確な接種を実施する。 

・厚生労働省から対象年齢が12歳以上に拡大される正式な通知が届くまで、17

歳以下の予約ができないように予約システムの対象年齢を変更する。 

 

 


